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　高度経済成長期に消費者被害が社会問題となり，昭和51年，「訪問販売等に関する法律（訪問
販売法）」が制定されました。
　この訪問販売法は，その後「特定商取引に関する法律（特定商取引法）」に改められ，「割賦
販売に関する法律（割賦販売法）〈昭和36年制定〉」とともに，消費者被害防止・救済のために，
何度かの改正を行ってきています。
　平成20年6月，特定商取引法と割賦販売法が改正，公布されました。この改正法は，大部分
が公布の日より1年6カ月以内に施行されます。その内容は，私たち消費者にとって重要なもの
ばかりですので，一部御紹介します。

これまでは，特定の商品やサービスについての取引だけが特定商取引法の規制対象でしたが，訪
問販売，電話勧誘販売，通信販売等の取引であれば，原則，すべての商品・サービスが規制対象
になります。
ただし，別の法律で消費者被害の是正等ができるものや，クーリング・オフになじまない商品・
サービス等は，規制の対象となりません。

→悪質業者は，規制対象でない商品・サービスに目をつけようとするため，指定商品制が廃止されました。
あわせて，割賦販売法においても，クレジット規制の対象を不動産の販売を除くすべての商品・サービス
に拡大されることになりました。

規制の抜け穴の解消

●指定商品制を廃止

これまでは，「支払期間が2ヶ月以上かつ3回以上に渡る分割払い」のクレジット契約が規制対
象でしたが，「2ヶ月以上後の1回払い，2回払い」も規制対象になります。

→最近の被害事例を見ると，ボーナスを含めた2回払いのケースや，一括払いのケースも少なくないため，
「支払が2ヶ月以上先であれば，一括払いも含め全て」が規制の対象となります。（ただし，「購入した翌
月の一括払い」のケースは単なる決済手段としての性格が強いため，規制の対象にはなりません。）

●割賦要件の見直し

訪問販売業者に契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては，同じ内容の契約を勧誘す
ることが禁止されます。

→訪問販売での消費者被害では，高齢者をねらった執ような勧誘と販売によって高額な被害となる事例が
増えています。特に，判断力の低下した方や一人暮らしの方の被害事例では，事業者の言葉巧みな話術に
乗せられたり，長時間に渡る勧誘で，きっぱり断ることができず，最終的に契約してしまうケースが多発
しているため，禁止されました。

訪問販売規制の強化

●再勧誘の禁止

訪問販売業者等の虚偽説明や，過量販売による個別クレジット契約は，解約及び消費者が既に支
払ったお金の返還請求が可能になります。

→これまでの割賦販売法のルールではクレジット代金の未払分については，クレジット業者からの支払請
求を拒絶することができましたが，既払金の返還を求めることはできませんでした。しかし今後は，購入
者は，クレジット業者に既に支払った金額の返還を受けることができます。

クレジット規制の強化

●既払い金返還ルールの導入

訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合，契約
後1年間契約の解除等が可能になります。（ただし，消費者にその契約を結ぶ特別の事情があっ
たときは例外となります。）

→最近の被害事例として多いのが「過量販売」あるいは「次々販売」です。一度でも不用意に買ってしま
うと，次々と契約を押し付けられてつい過剰な量の商品を買わされたり，違う事業者が入れ替わりやって
きて被害がさらに拡大するケースもあるため，改正されました。

●過量販売の契約の解除

特
集

この他にも，重要な改正点がありますが，誌面の都合上，省略している部分があります。
詳しくは，経済産業省のホームページ「消費生活安心ガイド」を御覧ください。

http://www.no-trouble.jp/index.html

（平成20年6月改正・公布，21年12月までに施行）
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